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(57)【要約】
【課題】スケールアウト時の運用開始までの導入時間を
抑制することができるデータ管理システム、データ管理
装置、プログラム及びデータ管理方法を提供する。
【解決手段】データ管理システム１は、データを複数の
データ管理装置１０間で同期して管理するシステムであ
り、記憶制御部１０１と、同期部１０２を有する。記憶
制御部１０１は、データを、運用上予め定められた同期
タイミングによる分類ごとに記憶するよう制御する。同
期部１０２は、データ管理装置１０が追加された場合に
、追加されたデータ管理装置１０と既存の複数のデータ
管理装置１０との間の記憶されたデータの最初の同期に
ついて、データの分類ごとに前記同期タイミングで順次
実行する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データを複数のデータ管理装置間で同期して管理するデータ管理システムであって、
　前記データを、運用上予め定められた同期タイミングによる分類ごとに記憶するよう制
御する記憶制御手段と、
　データ管理装置が追加された場合に、追加された前記データ管理装置と既存の前記複数
のデータ管理装置との間の記憶された前記データの最初の同期について、前記データの分
類ごとに前記同期タイミングで順次実行する同期手段と
　を有するデータ管理システム。
【請求項２】
　前記データは、予め定められた更新頻度及び予め定められた永続化の必要性に応じて前
記同期タイミングが異なる
　請求項１に記載のデータ管理システム。
【請求項３】
　前記複数のデータ管理装置は、それぞれデータベースを備え、
　前記記憶制御手段は、更新頻度が予め定められた基準より高く、かつ、永続化が必要で
あると定められているデータについて、前記データベースに記憶するよう制御し、
　前記同期手段は、前記データベースに記憶されたデータについて、定期的に同期を実行
する
　請求項２に記載のデータ管理システム。
【請求項４】
　前記複数のデータ管理装置は、それぞれ個別のメモリを備え、
　前記記憶制御手段は、更新頻度が予め定められた基準より高く、かつ、永続化が不要で
あると定められているデータについて、前記個別のメモリに記憶するよう制御し、
　前記同期手段は、前記個別のメモリに記憶されたデータについて、前記複数のデータ管
理装置のいずれかから要求されたタイミングで同期を実行する
　請求項２又は３に記載のデータ管理システム。
【請求項５】
　前記複数のデータ管理装置は、前記複数のデータ管理装置間で共有される共有メモリを
備え、
　前記記憶制御手段は、更新頻度が予め定められた基準より低く、かつ、永続化が不要で
あると定められているデータについて、前記共有メモリに記憶するよう制御し、
　前記同期手段は、前記共有メモリに記憶されたデータについて、データの更新に伴って
逐次同期を実行する
　請求項２乃至４のいずれか一項に記載のデータ管理システム。
【請求項６】
　前記複数のデータ管理装置間で共有されるデータベース装置と、
　前記データベース装置に記憶されたデータを参照する参照手段と
　をさらに備え、
　前記記憶制御手段は、更新頻度が予め定められた基準より低く、かつ、永続化が必要で
あると定められているデータについて、前記データベース装置に記憶するよう制御する
　請求項２乃至５のいずれか一項に記載のデータ管理システム。
【請求項７】
　前記記憶制御手段は、ログデータを前記データベースに記憶するよう制御する
　請求項３に記載のデータ管理システム。
【請求項８】
　データを他のデータ管理装置との間で同期して管理するデータ管理装置であって、
　前記データを、運用上予め定められた同期タイミングによる分類ごとに記憶するよう制
御する記憶制御手段と、
　同期対象のデータ管理装置が追加された場合に、追加された前記データ管理装置との間
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の記憶された前記データの最初の同期について、前記データの分類ごとに前記同期タイミ
ングで順次実行する同期手段と
　を有するデータ管理装置。
【請求項９】
　データを複数のデータ管理装置間で同期するプログラムであって、
　前記データを、運用上予め定められた同期タイミングによる分類ごとに記憶するよう制
御するステップと、
　データ管理装置が追加された場合に、追加された前記データ管理装置と既存の前記複数
のデータ管理装置との間の記憶された前記データの最初の同期について、前記データの分
類ごとに前記同期タイミングで順次実行するステップと
　をコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項１０】
　データを複数のデータ管理装置間で同期して管理するデータ管理方法であって、
　前記データを、運用上予め定められた同期タイミングによる分類ごとに記憶し、
　データ管理装置が追加された場合に、追加された前記データ管理装置と既存の前記複数
のデータ管理装置との間の記憶された前記データの最初の同期について、前記データの分
類ごとに前記同期タイミングで順次実行する
　データ管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はデータ管理システム、データ管理装置、プログラム及びデータ管理方法に関し
、特に、複数の装置間でのデータの管理についてのデータ管理システム、データ管理装置
、プログラム及びデータ管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デバイス同士でネットワークを介して相互に通信を行うＭ２Ｍ（Machine to Mac
hine）が注目されており、Ｍ２Ｍを対象としたサービス市場の拡大が見込まれている。こ
のようなＭ２Ｍサービスを提供するシステムとして、例えば、特許文献１～３に記載のシ
ステムがある。これらのシステムでは、センサなどのデータ取得デバイスが取得したデー
タを、ネットワークを介してサーバに送り、サーバでデータを管理する。
【０００３】
　一般的に、Ｍ２Ｍを対象とするサービスは、ビッグデータを扱うと考えられているが、
サービスの成長に合わせて、導入初期はスモールデータを扱い、その後、徐々にデータ量
が増加することが想定される。そのため、Ｍ２Ｍ分野において、扱うデータが徐々に増加
していくサービスを支える基盤として、センシングデータの収集、蓄積、分析、情報提供
を実現する管理システムには、容易にスケールアウトできる仕組みが必要と考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－２００６４５号公報
【特許文献２】特開２０１３－２０７７６０号公報
【特許文献３】特開２０１３－２５７７９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　スケールアウトを実施する場合において、増設されるサーバがサービスを提供するに至
るには、既存のサーバとの間でデータの同期を行う必要がある。このため、増設されたサ
ーバがサービスを提供するまでに時間がかかるという問題がある。しかしながら、上記特
許文献１～３においては、スケールアウト時のデータの同期については開示していない。
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このため、スケールアウト時の増設サーバの導入までの時間の短縮が依然として求められ
ている。
【０００６】
　本発明の目的は、このような課題を解決するためになされたものであり、スケールアウ
ト時の運用開始までの導入時間を抑制することができるデータ管理システム、データ管理
装置、プログラム及びデータ管理方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本願発明の一態様にかかるデータ管理システムは、データを複数のデータ管理装置間で
同期して管理するデータ管理システムであって、前記データを、運用上予め定められた同
期タイミングによる分類ごとに記憶するよう制御する記憶制御手段と、データ管理装置が
追加された場合に、追加された前記データ管理装置と既存の前記複数のデータ管理装置と
の間の記憶された前記データの最初の同期について、前記データの分類ごとに前記同期タ
イミングで順次実行する同期手段とを有する。
【０００８】
　本願発明の一態様にかかるデータ管理システムは、データを他のデータ管理装置との間
で同期して管理するデータ管理装置であって、前記データを、運用上予め定められた同期
タイミングによる分類ごとに記憶するよう制御する記憶制御手段と、同期対象のデータ管
理装置が追加された場合に、追加された前記データ管理装置との間の記憶された前記デー
タの最初の同期について、前記データの分類ごとに前記同期タイミングで順次実行する同
期手段とを有する。
【０００９】
　本願発明の一態様にかかるプログラムは、データを複数のデータ管理装置間で同期する
プログラムであって、前記データを、運用上予め定められた同期タイミングによる分類ご
とに記憶するよう制御するステップと、データ管理装置が追加された場合に、追加された
前記データ管理装置と既存の前記複数のデータ管理装置との間の記憶された前記データの
最初の同期について、前記データの分類ごとに前記同期タイミングで順次実行するステッ
プとをコンピュータに実行させる。
【００１０】
　本願発明の一態様にかかるデータ管理方法は、データを複数のデータ管理装置間で同期
して管理するデータ管理方法であって、前記データを、運用上予め定められた同期タイミ
ングによる分類ごとに記憶し、データ管理装置が追加された場合に、追加された前記デー
タ管理装置と既存の前記複数のデータ管理装置との間の記憶された前記データの最初の同
期について、前記データの分類ごとに前記同期タイミングで順次実行する方法である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、スケールアウト時の運用開始までの導入時間を抑制することができる
データ管理システム、データ管理装置、プログラム及びデータ管理方法を提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１の実施形態にかかるデータ管理システム１の機能構成を示すブロッ
ク図である。
【図２】本発明の第２の実施形態にかかるデータ管理システム２のシステム構成を示す模
式図である。
【図３】本発明の第２の実施形態にかかるデータ管理システム２の機能構成を示すブロッ
ク図である。
【図４】データ管理システム２が管理対象とするデータの分類における基準の一例を示す
表である。
【図５】データ管理システム２が管理対象とする各データの分類結果の一例を示す表であ
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る。
【図６】サービス提供サーバ２０がスケールアウトに伴い増設された場合のデータ記憶の
流れについて示すシーケンスチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。まず、本発明の第１の実
施形態にかかるデータ管理システム１について説明する。
　図１は、本発明の第１の実施形態にかかるデータ管理システム１の機能構成を示すブロ
ック図である。
【００１４】
　データ管理システム１は、データを管理する複数のデータ管理装置１０を有し、データ
を複数のデータ管理装置１０間で同期して管理する。データ管理装置１０は、コンピュー
タとしての機能を有した装置であり、例えばサーバとして構成されている。なお、図１に
示した例では、２台のデータ管理装置１０が図示されているが、データ管理装置１０の台
数は、これに限定されない。また、各データ管理装置１０は、記憶制御部１０１、同期部
１０２を備えている。
【００１５】
　記憶制御部１０１は、管理対象のデータを、運用上予め定められた同期タイミングの違
いによる分類ごとに記憶するよう制御する。なお、同期タイミングとは、複数のデータ管
理装置１０間でのデータの同期における同期の実施タイミングをいう。管理対象のデータ
は、この同期タイミングの違いに応じて分類されており、記憶制御部１０１は、この分類
に従い、管理対象のデータを分類ごとに記憶するよう制御する。管理対象のデータは、例
えば、データの特徴に基づいて、同期タイミングによる分類がなされている。
【００１６】
　同期部１０２は、記憶制御部１０１による制御により記憶された管理対象のデータを、
当該データの運用上予め定められた同期タイミングで、複数のデータ管理装置１０間で同
期する。したがって、例えば、同期部１０２は、第１の同期タイミングで同期することが
予め定められている第１のデータ群に属する管理対象のデータについて、第１の同期タイ
ミングで同期する。また、例えば、同期部１０２は、第ｎの同期タイミングで同期するこ
とが予め定められている第ｎのデータ群に属する管理対象のデータについて、第ｎの同期
タイミングで同期する。以上が、同期部１０２が運用時に行う同期処理となる。
【００１７】
　また、同期部１０２は、スケールアウトによりサービス提供サーバが追加された場合、
次のように同期処理を行う。同期部１０２は、データ管理システム１において、スケール
アウトによりサービス提供サーバが追加された場合、追加されたサーバと既存の複数のサ
ービス提供サーバとの間のデータの最初の同期について、データの分類ごとに、上記運用
上予め定められた同期タイミングで順次実行する。管理対象のデータが、同期タイミング
の違いに応じて第１～第ｎのデータ群に分類されている場合を例に説明する。この場合、
サーバの追加時に、同期部１０２は、第１～第ｎのデータ群に分類されているデータを全
て同じタイミングで同期するのではなく、サーバ追加後、各データ群を各々の同期タイミ
ングに従って順次同期する。よって、例えば、第１のデータ群に分類されているデータに
ついては、サーバ追加後、第１の同期タイミングで、サーバ間の最初の同期が行われ、第
ｎのデータ群に分類されているデータについては、サーバ追加後、第ｎの同期タイミング
で、サーバ間の最初の同期が行われる。
【００１８】
　このため、増設されるサーバの導入の際、このサーバがサービスを提供するまでに（運
用が開始されるまでに）必要とされる同期処理の対象は、管理対象の全てのデータではな
い。したがって、サーバ追加時の同期処理にかかる時間が削減され、スケールアウト時の
運用開始までの導入時間を抑制することができる。
【００１９】
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　なお、記憶制御部１０１は、例えば、管理対象のデータを、同期タイミングの違いによ
る分類ごとに、データ管理装置１０間でのデータの同期方法が区別された異なる記憶領域
に記憶するよう制御してもよい。なお、異なる記憶領域は、物理的に同じ記憶装置内にお
ける論理的に異なる記憶領域であってもよいし、物理的に異なる記憶装置のそれぞれの記
憶領域であってもよい。この場合、例えば、記憶制御部１０１は、管理対象のデータを第
１の記憶領域～第ｎの記憶領域に記憶するよう制御する。すなわち、記憶制御部１０１は
、分類に応じて、第１の記憶領域～第ｎの記憶領域のうち、いずれに記憶するかを決定す
る。なお、ｎは、１以上の整数である。
【００２０】
　例えば、第１のデータ群について、複数のデータ管理装置１０間で、第１の同期タイミ
ングで同期することが予め定められている場合、記憶制御部１０１は、第１の記憶領域に
第１のデータ群に属する管理対象のデータを記憶するよう制御する。同様に、例えば、第
ｎのデータ群について、複数のデータ管理装置１０間で、第ｎの同期タイミングで同期す
ることが予め定められている場合、記憶制御部１０１は、第ｎの記憶領域に第ｎのデータ
群に属する管理対象のデータを記憶するよう制御する。
【００２１】
　次に、本発明の第２の実施形態にかかるデータ管理システム２について説明する。
　図２は、本発明の第２の実施形態にかかるデータ管理システム２のシステム構成を示す
模式図である。
【００２２】
　データ管理システム２は、センサデバイスからデータを収集し、利用するシステムであ
り、データを管理する複数のサービス提供サーバ２０と、データベース装置２１とを有し
、これらが有線又は無線により構成されるネットワーク２２を介して接続されている。こ
のような構成により、データ管理システム２は、データを複数のサービス提供サーバ２０
間で同期して管理する。サービス提供サーバ２０は、データ管理装置として機能するサー
バである。
【００２３】
　各サービス提供サーバ２０には、有線又は無線により構成されるセンサネットワーク２
３が接続されている。センサネットワーク２３は、一又は複数のセンサデバイス２４とサ
ービス提供サーバ２０とを接続するネットワークである。センサデバイス２４は、例えば
、工場などに配置され、計測対象を計測する装置であり、例えば、温度計、振動計、圧力
計などにより構成される。センサデバイス２４により計測された計測値は、センシングデ
ータとして、ゲートウェイなどの中継装置２５を介して、サービス提供サーバ２０へと送
られる。例えば、サービス提供サーバ２０は、それぞれ、担当するエリアが割り当てられ
ており、担当するエリアに配置されたセンサデバイス２４のセンシングデータを取得する
。
【００２４】
　サービス提供サーバ２０には、サービスアプリケーション２６がインストールされてお
り、このアプリケーションプログラムに基づいてセンシングデータの管理を行うサーバで
あり、コンピュータの機能を有する。より具体的には、サービス提供サーバ２０は、セン
シングデータの収集、蓄積、分析、センサデバイスの稼働状況・障害状況等の情報の提供
などといった各種処理を実行するサーバである。サービス提供サーバ２０は、ディスプレ
イ等の表示装置、キーボード等の入力受付装置を備えていてもよい。サービスアプリケー
ション２６は、後述する、個別メモリ２００＿１、共有メモリ２００＿２、データベース
２００＿３、又はデータベース装置２１に記憶されたデータを用いて、各種処理を実行す
るアプリケーションである。
【００２５】
　データベース装置２１は、ネットワーク２２を介して、複数のサービス提供サーバ２０
間で共有されるデータベースを備えたサーバである。データベース装置２１は、複数のサ
ービス提供サーバ２０間で共有するデータを集中的に管理する。
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【００２６】
　図３は、本発明の第２の実施形態にかかるデータ管理システム２の機能構成を示すブロ
ック図である。
　図３に示されるように、各サービス提供サーバ２０は、個別メモリ２００＿１と、共有
メモリ２００＿２と、データベース２００＿３と、記憶制御部２０１と、同期部２０２と
、参照部２０３とを有する。
【００２７】
　個別メモリ２００＿１及び共有メモリ２００＿２は、例えば、ＲＡＭ（Random Access 
Memory）等により構成されたメモリである。個別メモリと共有メモリは、サービスアプリ
ケーションがメモリをどのように使用するかの違いによって区別される。本実施形態では
、物理メモリによって提供されるメモリ空間を、個々のサービス提供サーバ２０内でのみ
参照するメモリ空間と、複数のサービス提供サーバ２０間で参照できるメモリ空間とに分
け、前者のメモリ空間を個別メモリ、後者のメモリ空間を共有メモリと呼んでいる。なお
、個別メモリ２００＿１と共有メモリ２００＿２とは必ずしも物理的に同じメモリでなく
てもよく、異なるメモリであってもよい。
【００２８】
　ここで、個別メモリ２００＿１に記憶されたデータについては、基本的に、複数のサー
ビス提供サーバ２０間で同期が行われない。このため、個別メモリ２００＿１に記憶され
たデータは、基本的に、当該個別メモリ２００＿１を備えたサービス提供サーバ２０にの
み用いられる。しかしながら、他のサービス提供サーバ２０から同期の要求があった場合
には、後述する同期部２０２の制御の下、個別メモリ２００＿１が記憶するデータについ
て、他のサービス提供サーバ２０との間で同期がなされる。
【００２９】
　これに対し、共有メモリ２００＿２に記憶されたデータについては、後述する同期部２
０２の制御の下、複数のサービス提供サーバ２０間で自動的に同期がなされる。したがっ
て、あるサービス提供サーバ２０の共有メモリ２００＿２に記憶されたデータは、リアル
タイムで、他のサービス提供サーバ２０に共有される。
【００３０】
　データベース２００＿３は、ハードディクスドライブ等により構成されたデータベース
である。データベース２００＿３に記憶されたデータについては、後述する同期部２０２
の制御の下、複数のサービス提供サーバ２０間で定期的に同期がなされる。
【００３１】
　記憶制御部２０１は、同期タイミングの違いに応じて第１～第４のデータ群に分類され
た管理対象のデータを、分類ごとに異なる管理方法で記憶するよう制御する。より具体的
には、記憶制御部２０１は、第１のデータ群に分類されているデータについて、個別メモ
リ２００＿１に記憶するよう制御する。また、記憶制御部２０１は、第２のデータ群に分
類されているデータについて、共有メモリ２００＿２に記憶するよう制御する。また、記
憶制御部２０１は、第３のデータ群に分類されているデータについて、データベース２０
０＿３に記憶するよう制御する。さらに、記憶制御部２０１は、第４のデータ群に分類さ
れているデータについて、データベース装置２１に記憶するよう制御する。なお、第１～
第４のデータ群の具体例については後述する。
【００３２】
　同期部２０２は、記憶制御部２０１による制御により記憶されたデータを、当該データ
に定められた同期タイミングで、複数のサービス提供サーバ２０間で同期する。より具体
的には、同期部２０２は、個別メモリ２００＿１に記憶されたデータについては、他のサ
ービス提供サーバ２０から同期の要求があった場合に、同期を実行する。また、同期部２
０２は、共有メモリ２００＿２に記憶されたデータについては、即時に同期を実行する。
さらに、データベース２００＿３に記憶されたデータについては、定期的に（例えば１日
に１回など）、同期を実行する。なお、同期部２０２は、データベース装置２１に記憶さ
れたデータについては、同期処理を行わない。
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【００３３】
　また、同期部２０２は、データ管理システム２にスケールアウトに伴い新たにサービス
提供サーバ２０が追加された場合、追加されたサービス提供サーバ２０と既存の複数のサ
ービス提供サーバ２０との間のデータの最初の同期について、当該データの分類ごとに、
当該データに定められた同期タイミングで順次実行する。
【００３４】
　より具体的には、同期部２０２は、データ管理システム２にスケールアウトに伴い新た
にサービス提供サーバ２０が追加された場合、次のようなタイミングで各データについて
、追加されたサービス提供サーバ２０と既存の複数のサービス提供サーバ２０との間の最
初の同期を行う。
【００３５】
　すなわち、同期部２０２は、追加サーバの導入時には、同期タイミングが即時と定めら
れている、共有メモリ２００に記憶されたデータについて、既存・追加サーバ間の最初の
同期を行う。同期部２０２は、追加サーバの導入時には、個別メモリ２００＿１に記憶さ
れたデータ、データベース２００＿３に記憶されたデータ、及びデータベース装置２１に
記憶されたデータについては、同期処理を行わない。
【００３６】
　そして、同期部２０２は、個別メモリ２００＿１に記憶されたデータについては、追加
されたサービス提供サーバ２０によるサービス提供の開始後、他のサービス提供サーバ２
０から同期の要求があった時点で同期処理を実行する。また、同期部２０２は、データベ
ース２００＿３に記憶されたデータについては、追加されたサービス提供サーバ２０によ
るサービス提供の開始後、予め定められた定期的な時期が最初に到来した時に同期処理を
実行する。
【００３７】
　なお、同期部２０２によるデータの同期は種々の方法が適用可能である。例えば、デー
タベース２００＿３を、ＢｉｇＴａｂｌｅモデルを実装した製品で構築し、当該データベ
ースの機能により同期を実現してもよい。また、例えば、個別メモリ２００＿１及び共有
メモリ２００＿２をインメモリデータグリッド製品で構築し、その機能により同期を実現
してもよい。
【００３８】
　参照部２０３は、データベース装置２１に記憶されたデータを参照する。具体的には、
参照部２０３は、サービス提供サーバ２０の起動時、又は各サービス提供サーバ２０に設
けられた図示しない入力インタフェースを介して、ユーザからの指示があった際など、不
定期に、データベース装置２１に記憶されたデータを参照する。このように、データベー
ス装置２１に記憶されたデータについては、各サービス提供サーバ２０が、そのデータを
必要とする時に、都度、データベース装置２１にアクセスしてそのデータを読み出す。
【００３９】
　次に、データ管理システム２において管理対象とするデータについて説明する。本実施
形態では、管理対象とするデータを、データの更新頻度及び永続化の必要性の観点から分
類し、分類ごとに同期タイミングを定義づけている。
【００４０】
　図４は、データ管理システム２が管理対象とするデータの分類における基準の一例を示
す表である。図４に示されるように、永続化が必要なデータとは、保持しているデータを
失うと復元できなくなるデータをいう。また、永続化が不要なデータとは、保持している
データを失っても、例えばセンサデバイス２４からのデータの再収集などの手段により、
復元できるデータをいう。また、更新頻度が低いデータとは、サービス提供サーバ２０に
よるサービス開始時の更新あるいは１日あたり１回以下程度の更新が行われるデータであ
る。また、更新頻度が高いデータとは、１分あたり１回程度の更新が行われるデータであ
る。また、更新頻度が中くらいのデータとは、更新頻度が低いデータと高いデータの間の
頻度で更新が行われるデータである。
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【００４１】
　ここで、データ管理システム２が管理対象とする各データを図４に示される基準に基づ
いて分類すると、例えば、図５に示される表のように分類される。図５に示した例では、
データ管理システム２が管理対象とする以下の４種類のデータが、永続化の必要性と更新
頻度に基づいて分類されている。
【００４２】
　データ管理システム２が管理対象とするデータとして、例えば、以下の４種類のデータ
がある。
【００４３】
＜個別監視情報＞
　個別監視情報は、サービス提供サーバ２０個々に割り当てられた監視情報であり、例え
ば、各センサデバイス２４の稼働状況、障害状況などの状態情報の最新値と、各センサデ
バイス２４が取得したセンシングデータの最新値とが含まれる。サービス提供サーバ２０
は、自サーバに接続されたセンサネットワーク２３を介して取得される個別監視情報を取
得する。このため、個別監視情報は、当該個別監視情報を取得したサービス提供サーバ２
０によって、記憶処理がなされることとなる。なお、個別監視情報は、上記に限定されな
い。例えば、個別監視情報は、サービス提供サーバ２０の稼働状況、障害状況などの状態
情報を含んでもよい。個別監視情報は、最新値を示すデータであるから永続化が不要であ
り、また、センシングデータを含むため更新頻度が高いデータに分類される。
【００４４】
＜集約監視情報＞
　集約監視情報は、個々の監視情報である個別監視情報を集約した集約データである。集
約監視情報には、例えば、複数のセンサデバイス２４をグループ化したグループごとの稼
働状況、障害状況などの状態情報と、グループごとのセンシングデータの統計情報とが含
まれる。例えば、複数のセンサデバイス２４が、配置されているエリア単位でグループ化
されている場合、集約監視情報は、エリアごとに集約された監視情報を示すことになる。
サービス提供サーバ２０は、自サーバが取得した個々の監視情報を集約する。このため、
集約監視情報は、当該集約監視情報を作成したサービス提供サーバ２０によって、記憶処
理がなされることとなる。集約監視情報は、最新値のデータであるから永続化が不要であ
り、また、個別監視情報を適宜集約したものであるため、更新頻度が中程度のデータに分
類される。
【００４５】
＜蓄積情報＞
　蓄積情報は、ログデータであり、例えば、センサデバイス２４が収集したセンシングデ
ータの履歴である過去値と、センシングデータの送受信の通信ログ等の各種の処理状況を
示すログデータとが含まれる、なお、蓄積情報は、これらに限定されない。蓄積情報は、
例えば、サービス提供サーバ２０におけるユーザのログイン履歴、ユーザの操作ログなど
を含んでもよい。蓄積情報は、当該蓄積情報を取得したサービス提供サーバ２０によって
、記憶処理がなされる。蓄積情報は、ログであるため永続化が必要であり、また、センシ
ングデータの過去値を含むため、図５に示される通り、更新頻度が高いデータ又は中程度
のデータに分類される。
【００４６】
＜構成情報＞
　構成情報は、システム環境に関するデータであり、例えば、センサデバイス２４及びセ
ンサネットワーク２３のシステム構成を示すデータが含まれる。具体的には、例えば、セ
ンサデバイス２４の数、配置場所、機種などの情報や、センサネットワーク２３のネット
ワーク構成などの情報が構成情報に該当する。構成情報は、システムのメンテナンス等の
ため永続化が必要であり、また、センサデバイス２４などの追加、変更は頻繁に発生しな
いことが想定されるため、図５に示される通り、更新頻度が低いデータに分類される。な
お、構成情報は、センサデバイス２４及びセンサネットワーク２３のシステム構成を示す
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データに限定されず、他のデータが含まれてもよい。例えば、構成情報は、データ管理シ
ステム２のユーザに関する情報などを含んでもよい。構成情報は、更新対象の構成を管轄
するサービス提供サーバ２０によって、記憶処理がなされる。
【００４７】
　本実施形態のデータ管理システム２は、上述のように、永続化が必要とされるデータに
ついては、データベースに記憶するよう構成されており、永続化が不要であるデータにつ
いてはメモリに記憶するよう構成されている。
　また、本実施形態では、データ管理システム２による管理対象のデータである、個別監
視情報、集約監視情報、蓄積情報について、次のように、サービス提供サーバ２０間での
同期タイミングが予め定められている。
【００４８】
　個別監視情報の同期タイミングは、他のサービス提供サーバ２０から同期の要求があっ
た時点とされている。集約監視情報の同期タイミングは、リアルタイムをとされている。
蓄積情報の同期タイミングは、定期的な時期とされている。また、構成情報については、
同期対象とはしないものと定められている。
【００４９】
　したがって、個別監視情報は、上述の第１のデータ群に該当し、記憶制御部２０１によ
って個別メモリ２００＿１に記憶される。また、集約監視情報は、上述の第２のデータ群
に該当し、記憶制御部２０１によって共有メモリ２００＿２に記憶される。このため、個
別監視情報、すなわち更新頻度が高いと分類されたデータは、個別メモリ２００＿１に記
憶され、集約監視情報、すなわち個別監視情報よりも更新頻度が低いデータが、共有メモ
リ２００＿２に記憶される。共有メモリ２００＿２は、即時に同期処理がなされるので、
共有メモリ２００＿２に記憶されるデータの更新が発生するたびに、同期処理が行われる
こととなる。共有メモリ２００＿２に記憶される対象が、個別監視情報よりも更新頻度が
低い集約監視情報だけであるため、個別監視情報を共有メモリ２００＿２に記憶する場合
に比べて、同期処理に伴う負荷が低減される。また、各サービス提供サーバ２０において
、運用上、画面への表示等が求められるのは、主に、自サーバの管轄する個別監視情報と
、他のサービス提供サーバ２０が管轄する集約監視情報である。したがって、個別監視情
報については、即時の同期対象である共有メモリ２００＿２に記憶されていなくても、運
用上の要求を満たす。
【００５０】
　個別監視情報は、上述の通り、同期の要求があった場合に同期されるデータとして扱わ
れる。そのため、スケールアウトの際に増設されるサービス提供サーバ２０の導入時、個
別監視情報の同期は必要とされない。これに対し、集約監視情報は、上述の通り、リアル
タイムに同期がなされるデータとして扱われる。したがって、スケールアウトの際に増設
されるサービス提供サーバ２０の導入時、集約監視情報の同期が行われ、直ちにサービス
提供サーバ２０間で共有される。
【００５１】
　各センサデバイス２４の稼働状況の変化若しくは障害状況の変化、又は各センサデバイ
ス２４からのセンシングデータの受信があると、サービス提供サーバ２０の記憶制御部２
０１は、個別メモリ２００＿１上のデータの更新を行う。予め定められた時期（例えば、
定期的な時期）が到来すると、サービス提供サーバ２０のサービスアプリケーション２６
は、管轄する複数のセンサデバイス２４の稼働状況、障害状況、センシングデータの統計
量を算出する。各サービス提供サーバ２０の記憶制御部２０１は、統計量が算出されると
、共有メモリ２００＿２上のデータの更新を行う。そして、共有メモリ２００＿２上のデ
ータが更新されると、同期部２０２は、即時に同期処理を行う。
【００５２】
　また、蓄積情報は、上述の第３のデータ群に該当し、記憶制御部２０１によって、デー
タベース２００＿３に記憶される。更新頻度が中程度又は高いデータと分類されている蓄
積情報については、各サービス提供サーバ２０間で共有されるサーバへのアクセスに比べ
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応答性に優れたローカルのデータベース２００＿３に記憶される。なお、蓄積情報は、構
成情報などに比べデータ量が多い。そのため、追加されるサービス提供サーバ２０におけ
る蓄積情報の最初の同期処理は、その分時間を要する。蓄積情報は、例えば、サービス提
供サーバ２０により調査・分析処理がなされる際に限って読み出される。
【００５３】
　蓄積情報は、上述の通り、定期的に同期を行うデータとして扱われる。そのため、スケ
ールアウトの際に増設されるサービス提供サーバ２０の導入時、蓄積情報の同期は必要と
されない。そして、定期的な時期が到来したタイミングで、増設したサービス提供サーバ
２０と既存のサービス提供サーバ２０の間の蓄積情報の同期がなされる。
【００５４】
　さらに、構成情報は、上述の第４のデータ群に該当し、記憶制御部２０１によってデー
タベース装置２１に記憶される。例えば、あるサービス提供サーバ２０の管轄するセンサ
デバイス２４について追加、削除、変更等が発生した場合、当該サービス提供サーバ２０
は、その内容をデータベース装置２１のデータベースに反映させる。構成情報の取得には
、各サービス提供サーバ２０間で共有されるサーバへのアクセスが必要であるため、ロー
カルのデータベースであるデータベース２００＿３へのアクセスに比べ応答性に劣る。し
かしながら、構成情報は、上述の通り更新頻度が低いデータであり、頻繁に参照されるデ
ータではないため、応答性の劣化は許容される。また、構成情報は蓄積情報に比べデータ
量が少ない。よって、追加されるサービス提供サーバ２０の管轄する構成情報のデータベ
ース装置２１への投入する時間、又は追加されるサービス提供サーバ２０が他のサーバが
管轄する構成情報を参照する時間は蓄積情報の同期に比べ短時間となる。
【００５５】
　上述のように、構成情報は、データベース装置２１に記憶される。したがって、スケー
ルアウトの際に増設されるサービス提供サーバ２０は、データベース装置２１へ接続する
だけでデータの参照が可能であり、同期処理は要しない。
【００５６】
　次に、データ管理システム２にサービス提供サーバ２０が追加された場合のデータ記憶
の流れについて説明する。
　図６は、サービス提供サーバ２０がスケールアウトに伴い増設された場合のデータ記憶
の流れについて示すシーケンスチャートである。なお、説明のため、図６に示されるシー
ケンスチャートでは、増設されたサービス提供サーバ２０を主体とした同期処理のみを図
示している。
【００５７】
　図６において、ステップ１０（Ｓ１０）、ステップ１１（Ｓ１１）が、増設するサービ
ス提供サーバ２０の導入時に必要とされるデータ共有処理であり、ステップ１２（Ｓ１２
）以降は、増設したサービス提供サーバ２０が実際に運用された後、すなわち、増設した
サービス提供サーバ２０によるサービスの提供が開始された後に行われるデータ共有処理
である。なお、サービスの提供とは、例えば、サービスアプリケーション２６によるセン
シングデータの収集、蓄積、分析、情報の提供などといった各種処理が該当する。
【００５８】
　ステップ１０において、増設されたサービス提供サーバ２０は、自サーバが管轄する構
成情報を、既設のサービス提供サーバ２０との間で、共有する。具体的には、増設された
サービス提供サーバ２０の記憶制御部２０１は、自サーバが管轄する構成情報をデータベ
ース装置２１に記憶する。これにより、サービス提供サーバ２０の増設にともなう、導入
時のデータ投入が完了する。なお、ステップ１０において、増設されたサービス提供サー
バ２０の参照部２０３は、データベース装置２１に記憶されている他のサービス提供サー
バ２０が管轄する構成情報を参照して取得してもよい。
【００５９】
　ステップ１１において、増設されたサービス提供サーバ２０は、集約監視情報の同期処
理を行う。具体的には、増設されたサービス提供サーバ２０の同期部２０２は、既設のサ
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ービス提供サーバ２０の共有メモリ２００＿２が既に記憶している集約監視情報について
、増設されたサービス提供サーバ２０が共有できるよう同期処理を行う。
【００６０】
　ステップ１１の同期処理が完了すると、増設されたサービス提供サーバ２０の導入が完
了することとなる。これにより、増設されたサービス提供サーバ２０がサービスを提供す
る。
【００６１】
　増設されたサービス提供サーバ２０によるサービス提供後、ステップ１２において、定
期的な同期処理が行われる。すなわち、増設されたサービス提供サーバ２０の同期部２０
２は、他のサービス提供サーバ２０のデータベース２００＿３と、自サーバのデータベー
ス２００＿３との間で、蓄積情報についての同期処理を行う。
【００６２】
　また、ステップ１３（Ｓ１３）において、リアルタイムに行われる同期処理がなされる
。すなわち、増設されたサービス提供サーバ２０の同期部２０２は、集約監視情報が共有
メモリ２００＿２に記憶されると、即時に、他のサービス提供サーバ２０の共有メモリ２
００＿２との間で、集約監視情報についての同期処理を行う。
【００６３】
　また、ステップ１４（Ｓ１４）において、他のサービス提供サーバ２０からの同期の要
求に応じて行われる同期処理がなされる。すなわち、増設されたサービス提供サーバ２０
の同期部２０２は、他のサービス提供サーバ２０から同期の要求があった時点で、個別メ
モリ２００＿１に記憶された個別監視情報についての同期処理を行う。
【００６４】
　以上の説明において、ステップ１０の後にステップ１１が行われるよう説明したが、こ
れは一例であり、これらの順番が逆であってもよいし、並行して行われてもよい。また、
ステップ１２～１４についても、処理の順は一例であり、適宜、順番が入れ替わってもよ
いし、並行して行われてもよい。例えば、リアルタイムに同期処理がなされるステップ１
３が、増設されたサービス提供サーバ２０のサービス提供後、最初に行われる同期処理で
あってよい。
【００６５】
　このように、本実施形態にかかるデータ管理システム２では、蓄積情報及び個別監視情
報については、スケールアウトによるサービス提供サーバ２０の増設時に、サービス提供
サーバ２０間でのデータ共有を行わない。このため、蓄積情報及び個別監視情報の同期に
要する時間が、増設時に必要とされないため、増設されたサービス提供サーバ２０の運用
が開始されるまで時間を短縮することができる。また、構成情報の共有については、同期
処理を伴わないため、増設されたサービス提供サーバ２０が他のサービス提供サーバ２０
が管轄する構成情報を参照するだけで増設時の共有が終了する。このため、増設時に、全
てのサービス提供サーバ２０間で構成情報の同期処理を行う場合に比べて、増設サーバの
運用開始までの時間を削減することができる。なお、上記ステップ１０の構成情報の共有
について、増設時ではなく、増設サーバのサービス提供の開始後に行われてもよい。この
場合、さらに増設サーバの運用開始までの時間を削減することができる。
【００６６】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は上述した実施の形態のみに限
定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である
ことは勿論である。
【００６７】
　例えば、データ管理システムが扱うデータの種類は、センサにより検知されたデータに
限られず、他の種々のデータであってもよい。また、例えば、データ管理システムが、ビ
ッグデータを管理するシステムであってもよい。
【００６８】
　また、上述の実施の形態では、本発明を主にハードウェアによる構成として説明したが
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、これに限定されるものではなく、任意の処理を、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ Ｐｒｏｃｅ
ｓｓｉｎｇ Ｕｎｉｔ）にコンピュータプログラムを実行させることにより実現すること
も可能である。この場合、コンピュータプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピ
ュータ可読媒体（ｎｏｎ－ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ ｃｏｍｐｕｔｅｒ ｒｅａｄａｂｌｅ 
ｍｅｄｉｕｍ）を用いて格納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコ
ンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体（ｔａｎｇｉｂｌｅ ｓｔｏ
ｒａｇｅ ｍｅｄｉｕｍ）を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒
体（例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ）、光磁気記録
媒体（例えば光磁気ディスク）、ＣＤ－ＲＯＭ（Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、Ｃ
Ｄ－Ｒ、ＣＤ－Ｒ／Ｗ、半導体メモリ（例えば、マスクＲＯＭ、ＰＲＯＭ（Ｐｒｏｇｒａ
ｍｍａｂｌｅ ＲＯＭ）、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ ＰＲＯＭ）、フラッシュＲＯＭ
、ＲＡＭ（ｒａｎｄｏｍ ａｃｃｅｓｓ ｍｅｍｏｒｙ））を含む。また、プログラムは、
様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体（ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ ｃｏｍｐｕｔｅ
ｒ ｒｅａｄａｂｌｅ ｍｅｄｉｕｍ）によってコンピュータに供給されてもよい。一時的
なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピ
ュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プロ
グラムをコンピュータに供給できる。
【００６９】
　また、例えば、上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうる
が、以下には限られない。
（付記１）
　データを複数のデータ管理装置間で同期して管理するデータ管理システムであって、
　前記データを、運用上予め定められた同期タイミングによる分類ごとに記憶するよう制
御する記憶制御手段と、
　データ管理装置が追加された場合に、追加された前記データ管理装置と既存の前記複数
のデータ管理装置との間の記憶された前記データの最初の同期について、前記データの分
類ごとに前記同期タイミングで順次実行する同期手段と
　を有するデータ管理システム。
（付記２）
　前記データは、予め定められた更新頻度及び予め定められた永続化の必要性に応じて前
記同期タイミングが異なる
　付記１に記載のデータ管理システム。
（付記３）
　前記複数のデータ管理装置は、それぞれデータベースを備え、
　前記記憶制御手段は、更新頻度が予め定められた基準より高く、かつ、永続化が必要で
あると定められているデータについて、前記データベースに記憶するよう制御し、
　前記同期手段は、前記データベースに記憶されたデータについて、定期的に同期を実行
する
　付記２に記載のデータ管理システム。
（付記４）
　前記複数のデータ管理装置は、それぞれ個別のメモリを備え、
　前記記憶制御手段は、更新頻度が予め定められた基準より高く、かつ、永続化が不要で
あると定められているデータについて、前記個別のメモリに記憶するよう制御し、
　前記同期手段は、前記個別のメモリに記憶されたデータについて、前記複数のデータ管
理装置のいずれかから要求されたタイミングで同期を実行する
　付記２又は３に記載のデータ管理システム。
（付記５）
　前記複数のデータ管理装置は、前記複数のデータ管理装置間で共有される共有メモリを
備え、
　前記記憶制御手段は、更新頻度が予め定められた基準より低く、かつ、永続化が不要で
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あると定められているデータについて、前記共有メモリに記憶するよう制御し、
　前記同期手段は、前記共有メモリに記憶されたデータについて、データの更新に伴って
逐次同期を実行する
　付記２乃至４のいずれか一項に記載のデータ管理システム。
（付記６）
　前記複数のデータ管理装置間で共有されるデータベース装置と、
　前記データベース装置に記憶されたデータを参照する参照手段と
　をさらに備え、
　前記記憶制御手段は、更新頻度が予め定められた基準より低く、かつ、永続化が必要で
あると定められているデータについて、前記データベース装置に記憶するよう制御する
　付記２乃至５のいずれか一項に記載のデータ管理システム。
（付記７）
　前記記憶制御手段は、ログデータを前記データベースに記憶するよう制御する
　付記３に記載のデータ管理システム。
（付記８）
　前記記憶制御手段は、個々の監視情報を前記個別のメモリに記憶するよう制御する
　付記４に記載のデータ管理システム。
（付記９）
　前記記憶制御手段は、個々の監視情報を集約した集約データを前記共有メモリに記憶す
るよう制御する
　付記５に記載のデータ管理システム。
（付記１０）
　前記記憶制御手段は、システム環境に関するデータを前記データベース装置に記憶する
よう制御する
　付記６に記載のデータ管理システム。
（付記１１）
　データを他のデータ管理装置との間で同期して管理するデータ管理装置であって、
　前記データを、運用上予め定められた同期タイミングによる分類ごとに記憶するよう制
御する記憶制御手段と、
　同期対象のデータ管理装置が追加された場合に、追加された前記データ管理装置との間
の記憶された前記データの最初の同期について、前記データの分類ごとに前記同期タイミ
ングで順次実行する同期手段と
　を有するデータ管理装置。
（付記１２）
　データを複数のデータ管理装置間で同期するプログラムであって、
　前記データを、運用上予め定められた同期タイミングによる分類ごとに記憶するよう制
御するステップと、
　データ管理装置が追加された場合に、追加された前記データ管理装置と既存の前記複数
のデータ管理装置との間の記憶された前記データの最初の同期について、前記データの分
類ごとに前記同期タイミングで順次実行するステップと
　をコンピュータに実行させるプログラム。
（付記１３）
　データを複数のデータ管理装置間で同期して管理するデータ管理方法であって、
　前記データを、運用上予め定められた同期タイミングによる分類ごとに記憶し、
　データ管理装置が追加された場合に、追加された前記データ管理装置と既存の前記複数
のデータ管理装置との間の記憶された前記データの最初の同期について、前記データの分
類ごとに前記同期タイミングで順次実行する
　データ管理方法。
【符号の説明】
【００７０】
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１　　　　：データ管理システム
２　　　　：データ管理システム
１０　　　：データ管理装置
２０　　　：サービス提供サーバ
２１　　　：データベース装置
２２　　　：ネットワーク
２３　　　：センサネットワーク
２４　　　：センサデバイス
２５　　　：中継装置
２６　　　：サービスアプリケーション
１０１　　：記憶制御部
１０２　　：同期部
２００＿１：個別メモリ
２００＿２：共有メモリ
２００＿３：データベース
２０１　　：記憶制御部
２０２　　：同期部
２０３　　：参照部

【図１】 【図２】
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